
父親も子育てができる働き方の実現

○ 父母ともに育児休業を取得する場合、子が１歳２か月に達するまでの間に、１年まで休業することを可能とする。

出生 １歳８週間

父（または母）、交替。２
か月延長可能。（父母１人
につきトータルで１年を超
えない範囲内）

１歳２か月

（１）父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長（１）父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長

例① 母産休 母母 父父

父父 母母例②

父２度目父２度目 父２度目でも
再度取得可能。

○ 配偶者の出産後８週間以内に、父親が育児休業を取得した場合には、特例として育児休業を再度取得できるよう要件を緩和する。

出生 １歳８週間

（２）出産後８週間以内の父親の育児休業取得促進（２）出産後８週間以内の父親の育児休業取得促進

（母 産休）

（３）労使協定による専業主婦（夫）取得除外規定の廃止（３）労使協定による専業主婦（夫）取得除外規定の廃止

○ 労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦（夫）である場合等、常態として子を養育することができる労働者から
の育児休業取得の申出を事業主が拒むことを可能としている規定を廃止する。

父１度目父１度目
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育児・介護休業法の概要

○ 子が１歳（一定の場合は、１歳半）に達するまでの育児休業の権利を保障※

○ 対象家族１人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに１回、通算して９３日まで、介護休業の権利
を保障※ ※一定の条件を満たした期間雇用者も取得可能

○ 小学校入学までの子を養育し、又は介護
を行う労働者が請求した場合、１か月２４時間、
１年１５０時間を超える時間外労働を制限

○ 小学校就学前まで、年に５日を限度として
看護休暇付与を義務づけ

○ 小学校入学までの子を養育し、又は介護
を行う労働者が請求した場合、深夜業を制限

○ ３歳に達するまでの子を養育する労働者又は常時介
護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働
者に対し、次の①～⑦のいずれかの勤務時間短縮等
の措置を事業主に義務づけ

①短時間勤務制度
②フレックスタイム制
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
④所定外労働の免除（育児のみ）
⑤託児施設の設置運営等（育児のみ）
⑥育児・介護費用の援助措置
⑦育児休業の制度に準ずる措置（育児のみ）

○ ３歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し
ては努力義務。

○ 育児休業を取得したこと等を理由とする解
雇その他の不利益取扱いを禁止

○ 労働者を転勤させる場合の、育児又は介
護の状況についての配慮義務

育児休業・介護休業制度

子の看護休暇制度

時間外労働の制限

深夜業の制限

転勤についての配慮

勤務時間短縮等の措置

不利益取扱いの禁止
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児童福祉法等の一部を改正する法律概要 【趣 旨】 

 

 

 

 

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略等を踏まえ、家庭的保育事業等の新たな子育て支援サービスの創設、虐待を受け

た子ども等に対する家庭的環境における養護の充実、仕事と生活の両立支援のための一般事業主行動計画の策定の促進な

ど、地域や職場における次世代育成支援対策を推進するための所要の改正を行う。 

【主な内容】

 

                

 

 

①新たな子育て支援サービスの創設（児童福祉法等の一部改正）

○ 一定の質を確保しつつ、多様な主体による保育サービスの普及促進とすべての家庭における子育て支援の拡充を図るため、新たに家庭的保育

事業（保育ママ）、すべての子どもを対象とした一時預かり事業、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）、養育支援訪問事業及び地

域子育て支援拠点事業を法律上創設し、市町村におけるサービスの実施の促進等を図る。 

②困難な状況にある子どもや家族に対する支援の強化（児童福祉法等の一部改正） 

○ 里親制度を社会的養護の受皿として拡充するため、養子縁組を前提としない里親（養育里親）を制度化し、一定の研修を要件とするなど里親制

度を見直す。 

○ 家庭的な環境における子どもの養育を推進するため、虐待を受けた子ども等を養育者の住居において養育する事業（ファミリーホーム）を創設。 

○ 児童養護施設等の内部における虐待対策の強化のため、虐待を発見した者の通告義務等を設けるほか、地域における児童虐待対策の強化を行う。 

③地域における子育て支援サービスの基盤整備（次世代育成支援対策推進法の一部改正） 

○ 働き方の見直しも踏まえた中長期的な子育て支援サービスの基盤整備を図るため、市町村の行動計画策定に当たり参酌すべき保育サービスの量

等に関する標準を国において定める等の見直しを行う。 

Ⅰ 地域における次世代育成支援対策の推進

Ⅱ 職場における次世代育成支援対策の推進

仕事と家庭の両立支援の促進（次世代育成支援対策推進法の一部改正） 

○ 仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する一般事業主行動計画の策定・届出の義務づけの対象範囲を

従業員 301 人以上企業から従業員１０１人以上企業に拡大する。 

○ 一般事業主行動計画の公表・従業員への周知を計画の策定・届出義務のある企業に義務づける。 

（施行期日） 

○ 原則として平成 21 年 4 月１日。（Ⅰの③の行動計画策定指針の見直し等は公布の日から起算して６ヶ月を超えない範囲で政令で定める日、家庭的保育事業（保育マ

マ）の制度化等は平成 22 年４月１日、Ⅱの一般事業主行動計画の対象範囲の拡大は平成 2３年 4 月１日） 
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